
  通告７番目、 16番、尾和弘一議員、発言席から一問一答方式で質問願います。  

  尾和議員。  

○尾和議員  それでは、議長の許可を得ましたので、一般質問を行います。  

  まず第１点についてでありますが、今回は障害者雇用、２番目に、複合災害発生

時における避難計画、３番目に、学校再開後のコロナ感染に関して、監査の業務に

ついて、紙おむつリサイクル事業について、孤独死・自死への本市の対策について、

土砂災害危険区域の固定資産税減免について、７項目について質問を行います。市

当局の誠意ある前向きな答弁を期待して、質問をさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。  

  まず第１点、障害者雇用についてであります。  

  私は、 2016年６月議会において、障害者就労施設からの物品等の購入等をはじめ

岩出市の雇用率及び雇用者数を質問しました。その際、法定数は、平成 26年６月１

日現在、４名であり、実雇用率は 2.46％であり、達成しているとのことでありまし

た。 2018年の９月議会において一般質問し、障害者雇用の点について、再度質問し

ました。このときには、中央官庁等々において、雇用者数が実際には事実でなかっ

たということもありまして、地方自治体、国とも障害者雇用に対する認識が問われ

たときでありました。 2018年の 12月議会において、私は、法定雇用率が不足をして

いるという事態に対して、１名雇用すべきであるということが明らかになりました。

今後、１名の雇用計画のスケジュールを答弁ください。  

  今回で３回目の質問をしたわけであります。市の答弁は、その議会において、総

務部長及び市長は、法定雇用率を満たしていない。今後、法定雇用率の確保を目指

すようにしていくと、この議場において発言をされました。また、 12月議会では、

総務部長は早期に年度途中からでも採用したいと答弁をされたのであります。  

  最近のわかやま新報の新聞において、和歌山労働局が、 2019年度の雇用状況につ

いて、法定雇用率を達成していない岩出市、橋本市、古座川町、白浜町の和歌山県

内４市町に実施勧告を出し、採用計画の作成を求めているのであります。当市にと

って明らかに不名誉なことであり、法を守るべき自治体が守らない。この件につい

ては強く抗議するとともに、答弁を求めたいと思います。  

  今日までの経過と、なぜ法を守らないのか。雇用率は満たしているのか。  

  ２番目に、労働局からの実施勧告と採用計画作成をしてきたのか、その点につい

て市当局の答弁を求めたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  
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  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の障害者雇用についてのご質問にお答えいたします。  

  １点目の雇用率は満たしているのかについてですが、市では、身体障害者を対象

とした職員の募集を令和元年 10月 27日、 12月１日と２回実施いたしましたが、２回

とも応募者がゼロという結果であり、現在、雇用率は満たしておりません。  

  ２点目、労働局からの実施勧告、採用計画作成についてですが、令和元年６月 18

日付で、障害者採用計画通報書を提出し、それの結果、令和２年３月 12日付で和歌

山労働局長から法定雇用率を達成するよう勧告を受けております。現在、雇用率は

達成されておりませんが、今後も障害者採用計画のとおり、雇用率を達成できるよ

う、地方公共団体の責務として、引き続き障害者を雇用するように努めてまいりま

す。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  今、総務部長のほうから答弁をされましたが、この障害者雇用の促進に

関しては、基本的人権を守る、障害者の雇用促進をするという立場から、市の政策

として、地方自治体の責務として、この問題を重視をしているわけであります。い

かに岩出市が障害者に対する認識が甘いか。今の答弁では謝罪の一言もありません。

私は、この２年間、この問題について質問をしてきたわけですから、その経過につ

いて、今、総務部長のほうから募集を２回実施したけども、応募者がないというこ

とでありました。そしたら、雇用率を達成しなくていいかということであります。

まさしく岩出市の姿勢が問われていると言わざるを得ないのであります。  

  働く障害者は年々増え、 50万人に達し、企業の半数が法定の雇用率を達成してい

る現状の中において、さらに雇用率を引き上げていく。そして、精神障害者も対象

者に加え、さらに就労拡大に取り組む大事なこの時期であります。  

  私たちは、この責任と義務において、岩出市の姿勢を改めていただきたい。強く

求めたいと思います。  

  その上で、今日までの責任と義務について、再度、岩出市の基本的な考え方をお

聞きをしたいと思います。  

  さらに、募集の方法について、どういう募集をしてきたのか。募集をしたけども、

応募者がゼロだから仕方がないという姿勢を改めていただきたいのであります。障

害者雇用は、地方公共団体は 2.5％として、都道府県の教育委員会は 2.4％を達成す

るよう勧告が出ているわけですから、これを達成していく。細心の注意を払い、最
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大限の努力をしてきたかという問題であります。この点について、再度、岩出市の

考えをお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  まず、市としては、現在雇用率を達成していないということは、地方公共団体の

責務としては果たせていない状況であるということで、その責任はあると考えてお

ります。ただ、市のほうも何も手だてをしなかったということではなく、先ほども

ご答弁の中で言わせていただきましたが、令和元年の 10月 27日、 12月１日と２回、

身体障害者を対象とした職員の募集、ホームページ等でやりましたが、結果的には

応募者がゼロであったということでございます。  

  採用試験を実施して、応募者がない現状、また、実際受験されて合格者があった

としても辞退されるというようなことも考えられることから、雇用率達成は非常に

厳しい状況であると考えております。  

  しかしながら、先ほども申しましたが、障害者雇用率を充足できていないという

ことは、深く認識をしているところでございます。引き続き障害者雇用率の充足に

向けて、応募を続けて取り組んでまいりたいと考えてございます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  基本的な姿勢で、私は一番問題なのは、民間であればペナルティーとし

て、１人に対して課徴金という形で納付しなければならない制度があるわけです。

地方自治体は、それがないからやらないんだというように捉えざるを得ないわけで

すね。岩出市は、その課徴金については、地方自治体は納めなくていいという認識

はあるんではないだろうかと思うんですけども。  

  まず最初に、部長のほうから答弁あったんですが、２年間、何をしてきたかとい

うことで、私はまず最初に、岩出市民に対して、誠に申し訳ないと、謝罪を始めて

から答弁をすべきでないかなと思うんですね。やはりお役所仕事というのは、そう

いう認識でおられると言わざるを得ないのであります。  

  まして、岩出市の基本方針には、障害者の人権やそういうものを守っていくと大

見えを切って、パンフレットに書いているわけですから、最低の法律を守る、これ

が基本姿勢にないと、何事も岩出市民からの信頼を得ないし、岩出市の行政に対し

て不信感を持つということになろうかと思うわけであります。  
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  岩出市の精神・身体障害者、何人おられるんですか。岩出市の在住者だけでも、

近隣の市町村でもいいと思うんですけども、別に岩出市民の方が障害者の雇用に応

募するということ、ないと思うわけでありますから、別に他の市町村から応募され

てもオーケーだと思いますし、岩出市の障害者、担当課で今何人把握をされており

ますか、ご答弁ください。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  現在、障害者の雇用率が達成されていないことについて、謝罪をすべきではない

かということでございますが、現状、雇用率を達成できていないということは現実

でございますので、その点については雇用率が達成できるように、これからも努め

るということでございます。  

  それと、民間の事業者であればペナルティーがあると。地方公共団体はペナルテ

ィーがないからそういう状況になっているのではないかというようなご質問であっ

たかと思いますが、市としましては、ペナルティーのあるなしにかかわらず、障害

者の雇用率を達成するということは、法律で決められていることでございますので、

今現在は、確かに達成はしておりませんが、採用試験等も実施してきたところでご

ざいます。尾和議員がおっしゃられていた、市内だけにこだわることはなくという

ようなお話もありましたが、広報の方法については、またそれぞれ検討していきた

いと思いますが、引き続き採用試験の実施をしていきたいと考えてございます。  

○田畑議長  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  岩出市の障害者の方ということで、現在、身体障害者手帳を１級から６級までの

方で、全体で平成 28年度、 1,847名でございます。  

○尾和議員  議長、身体障害者だけじゃなくして、精神障害者も雇用したらこの枠に

入るんで、精神障害者も含めて、別々に回答してください。  

○田畑議長  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成 28年度で 344名でご

ざいます。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の１番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  
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○尾和議員  ２番目の質問を行いたいと思います。  

  新型コロナウイルス感染症が全国的に広がりを見せ、今後、収束傾向に見えても、

再び感染の拡大も予測されております。こうした予断を許さない状況の中、これか

ら台風シーズンや水害、地震などの災害の発生と、そのおそれがある場合、市は避

難勧告・指示などの避難所の発令とともに避難所を開設し、避難者を受け入れるこ

とが必要になります。  

  間もなく大雨、気候変動の季節を迎える中において、市はどうしていくのだろう

かと私は考えております。地域や避難所となる施設の事情に配慮して、マニュアル

等を作成し、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営等を円滑に行えるよ

う、避難方法など、住民への事前周知のほか、避難所で必要な物資、資機材、要員

の配備や役割分担、手順の確認など、敏速かつ着実に備えておくことが求められま

す。  

  これまでの災害における避難所の環境に鑑みると、３密、密閉、密集、密接とな

りやすく、新型コロナウイルス感染症が拡大しやすい環境にあると言えます。また、

ワクチンや治療薬が確立してない現状では、より一層の感染防止に努めなければな

りません。３つの密のおそれがある避難所の運営をどうするか。指定緊急避難場所

の運営について、可能な限り感染防止対策に留意する必要があります。  

  市民の命と健康を守るために、前例のないこの危機にどうしていくのか、そうい

う観点から４点にわたって質問をしたいと思います。  

  まず第１点は、避難行動計画をどうしていくのか。  

  ２番目に、避難所の感染予防と備蓄はどうなっているのか。さらに、避難所収容

人員の見直しについてどうするのか。  

  それから、３密への対策をどうするのか。  

  避難所の見直し、及び長期避難となった際の感染対策はどうされようとしている

のか、お聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  尾和議員ご質問の２番目、複合災害発生時における避難計画についてで

ありますが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、本市においては、いつ

発生しても不思議でない南海トラフを震源地とする巨大地震や中央構造線を震源と

する巨大地震、また近年多発する風水害などが懸念されます。  

  このような状況下において、避難所開設時には、密閉、密集、密接のいわゆる３
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密の回避を図るため、避難者同士の距離の確保をはじめマスクの着用や手指消毒の

徹底、間仕切り段ボールの設置などの感染症対策を実施することとしております。  

  また、風水害時等において、事前に開設する避難所についても、従来より拡大し

て開設することとしております。  

  詳細につきましては、総務部長から答弁させます。  

○田畑議長  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員ご質問の２番目、複合災害発生時における避難計画につい

てお答えいたします。  

  １点目の避難行動についてですが、災害発生時における避難行動については、自

分や家族の命は自分で守る自助、自分たちの地域は自分たちで守る共助が重要とな

り、避難所や浸水想定区域などを示した防災マニュアルを全戸配布するなどし、市

民への啓発に努めております。  

  また、新型コロナウイルス感染症対策としましては、避難所での密集を避けるた

め、親戚、友人、知人宅などへ避難することも広報してまいります。  

  次に、２点目の避難所の感染予防と備蓄、避難収容人数の見直しについて、３点

目の３密への対策について、一括してお答えいたします。  

  避難所での感染予防については、岩出市地域防災計画や避難所運営マニュアル等

に基づき、避難所におけるマスクの着用をはじめ手指消毒の徹底、避難者同士の距

離の確保などの対策を実施することとしております。  

  感染予防対策に係る備蓄物資についても、マスクや消毒液、間仕切り段ボールの

備蓄を行っております。  

  避難所の収容人員についても、避難者同士の距離を確保する観点から、従来より

も広く、１人当たりの面積を拡充して計算を行っております。  

  また、避難所での３密の回避や感染予防物資の事前準備及び避難所への携行、避

難所以外への避難の検討などについて、市民への啓発を行うため、広報７月号と同

時に啓発チラシの全戸配布を予定しております。  

  次に、４点目の避難所の見直し及び長期避難となった際の感染対策についてお答

えいたします。  

  避難所の見直しについては、避難者同士の距離を確保する必要があることから、

風水害等における事前開設避難所を通常よりも拡大し、開設することとしておりま

す。また、避難生活が長期になる場合においても、岩出市地域防災計画や避難所運

営マニュアル等に基づき、避難所での感染防止に努めてまいります。  
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○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  具体的にお聞きをさせていただきたいと思います。  

  まず、避難行動計画については、今、自分自身の命を守るということは、それは

当然だと思うんですけども。  

  避難所収容の見直しについてであります。社会的距離を保つソーシャルディスタ

ンスという言葉で表現をされております、一般的には。そうしますと、その距離か

らいうと、大体２メートル四方というようなことも言われております。そうします

と、今までの避難所計画の収容人員、これは抜本的に見直す必要性があると思うん

ですが、この点についてはどうされるのか。  

  それから、マスク、段ボール、仕切りの点なんですが、これについて、それを置

くことによって収容人員も変わります。これについてどうされるのか。今、部長は

拡大してということなんですが、避難所の場所を増やすのか、現行のまま避難所指

定をしているところに来ていただくのか、そこら辺が明らかでありませんので、拡

大するというのはどういう意味で言われたのか、お聞きをしたいと思います。  

  それから、３密の問題でありますが、この３密という言葉は、調べますと、新義

真言宗、密教、弘法大師の時代からあったらしいんですが、仏教用語らしいですけ

ども、その３密、密閉、密集、密接、この言葉を安易に使わず、この点について、

具体的に市民に広めていくということが大切ではないかなと思います。  

  それから、部長が避難するときには、友人や知人のところに避難してくださいと

いうことらしいんですが、これについてもどうしていくのか。全く一般市民の方に

ついてはどうすればいいんかということで、そういう方がおられる場合は行けるん

ですけども、いない場合はどうするのか。ここら辺の対策を取らないと、現実的に

は解決しないんではないかなと思っておりますが、その点についてお聞きをしたい

と思います。  

  それから、まず新型コロナウイルスの問題について、一番今問題になっているの

は、いわゆるＰＣＲ検査と抗体検査の問題が言われております。岩出市において、

新型コロナウイルスを事前に把握するために、このＰＣＲ検査や抗体検査を実施を

して、事前につかむという姿勢は持っておられるのか、これについてお聞きをして

おかなければなりません。  

  それから、必要な物資でありますが、午前中の答弁では、必要な物資は整ってい

るというように聞くことが答弁で理解をしたんですが、今の物資で十分間に合うの
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か、再度見直しをしていく必要があろうかと思います。  

  最後になりますが、この複合災害における発生時の避難マニュアル、これは岩出

市はもう既に作っておられるのか、多くの市町村で、あるいは和歌山県も最近出た

とこでありますが、兵庫県や大阪、京都、奈良、そこら辺についてもマニュアルを

作って、各市町村にそれを指導しているということをお聞きをしておりますが、避

難所運営ガイドラインのマニュアルについて、現在、岩出市は作成中なのか、作成

したのか、これについて再度お聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  まず避難場所の具体的な想定についてですが、従来は避難所における１人当たり

の面積を岩出市では 3.5平米で見ておりましたが、これを４平方メートルで換算し

て、収容人員の想定を変更しております。  

  それと、事前の開設避難所を通常より拡大と、具体的にどういうことかというこ

とでございますが、これについては、台風等、事前に災害が予測される場合に、避

難準備等の発令までに開設する施設ですが、従来では、あいあいセンター、総合体

育館、公民館、サンホール等の 10か所でございましたが、今回、改正後にはそれに

プラスして、小中学校８か所を追加してございます。  

  それと、避難所の運営マニュアルについて、これはもう既に作成をしてございま

して、今回、新型コロナウイルスの感染拡大の結果、一部の修正というのが県のほ

うからも基準が示されておりますので、この６月に、既に、例えば、先ほど言いま

した避難所における１人当たりの面積を拡大するとか、そういうところの修正は行

ってございます。ちなみに、避難所運営マニュアルについては岩出市のホームペー

ジでも、今、修正した分を掲載しているところでございます。  

  すみません。もう１点、先ほど３密のお話もあって、具体的にどういうことをと

いうことですが、先ほどの答弁でもお伝えをいたしたんですが、７月に広報７月号

と同時にチラシの全戸配布ということで、そこで災害時の避難についてということ

で、まずは事前の備えということで、マスク、体温計、除菌シートなどを備える。

避難所の密集を避けるために、親戚、友人、知人宅など、避難することも検討する

と。  

  避難所での過ごし方、これは３密と言っているんですけど、それぞれ換気の悪い

密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話をする密接場面というようなことを
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避けましょうというふうなチラシを作成しております。  

  それと、親戚宅にという、実際そういう身を寄せられるところがあるかどうかと

いうことについても、それを判断するための避難行動判定フローというのを同じく

チラシにつけておりまして、それで市民の方が取るべき避難行動をフロー図で確認

をしてもらうと、そういった形のチラシを広報紙とともに配布する予定にしてござ

います。  

  すみません。もう１点、必要な備蓄物資が足りているかということでございます

が、これは午前中の答弁でもお伝えいたしましたが、６月 22日時点ではＮ 95のマス

ク 3,360枚、サージカルマスク２万 9,500枚、防護服 90着、アルコール製剤等の消毒

液を約 318リットル、これを備蓄しており、新型コロナウイルス感染発生時におけ

る職員の防災活動に用いるほか、災害発生時における避難所での使用を想定してお

ります。  

  現時点では、この備蓄物資の想定でいけるのではないかというふうに考えてござ

います。ただ、現実的に足りないというような、もしケースが生じるようであれば、

それはその都度柔軟に物資の備蓄量の検討をしてまいりたいと考えてございます。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  尾和議員の再質問にお答えします。  

  ＰＣＲ検査を岩出市のほうでも事前につかめるようにというお話でしたが、ＰＣ

Ｒ検査の所管につきましては県、この管内では岩出保健所となっておりますので、

我々としましては保健所の協力をしていくという形になります。  

○尾和議員  抗体検査とかＰＣＲはしないということなんですか。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  ＰＣＲ検査とか抗体検査というのは、市のやる業務ではな

くて、県のほう、保健所のほうで扱っている業務になりますので、我々のほうとし

ましては、保健所が協力要請あれば、それに協力していくという形になると思いま

す。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  総花的に言われるとあれなんですが、具体的にまた聞きますが、拡大を

して、小中学校を８か所ですかね、設置をするということですけども、これ、部長、

どこに収容するんですかね、体育館ですかね、教室ですかね。体育館であれば、全

国的にも冷暖房の設備がないんですよ。夏は暑い、冬は寒い、こういう実態に直面
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すると思うんですけども、小中学校の８か所と言われたところは、今空調ある小学

校の教室を想定されて言われたのか、体育館を想定されたのか、お聞きをしておか

なければなりません。答弁ください。  

  それと、新型コロナウイルスについては、感染防止のために、感染者と分けざる

を得ないんですよね。感染者がないということになれば、今言われたように、１人

４平米ですか、それで対応するということになろうと思うんですが、感染者が出た

場合に、感染者を区分けをしてやりますと、さらにスペースが取れなくなります。  

  また、標準世帯で１人２平米とかということを言われるんですけども、１人世帯

とか２人世帯、あるいは３人世帯、４人世帯、５人世帯によって、このスペースが

また考えざるを得ないということも発生してきますが、これについてはどのように

されるのか、具体的にご答弁を頂きたいと思います。  

  それから、これ３回目の質問なんですけども、堀口の防災公園ありますよね。こ

れの図面を頂いて見たんですが、出入口が１か所と南西方面に１か所あるんですけ

ども、もっと出入口を増やす必要性がないかなと、私はあの図面を見て思うんです

が、そこら辺についてどうされるのか、お聞きをしておきたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  まず、１点目の小中学校の避難場所の想定ですが、これはまずは体育館を想定し

ておりますが、状況に応じては、やはり冷房の効く教室等への移動。  

○尾和議員  ちょっともう１回。  

○大平総務部長  想定としては体育館を想定してございますが、現実に被害があって、

集まっていただいた際に、先ほど言われたような冷暖房がない状況でということで

あれば、そこは必要に応じて教室も利用するという形で考えてございます。  

  それと、居住空間の整理については、マニュアルにも記載しているんですけども、

世帯ごとに４平米取れるように、例えば、２人世帯であれは連結して、その場所を

取るというような形で、世帯ごとに考えていくということと、感染症の疑いのある

方が出た場合は、パーティションでその部分を区切って、一般の避難者とはゾーン

と動線を分けると、そういった対応をするということで考えてございます。  

  それと、防災公園の、今の図面での出入口のお話ですが、これについては現状ど

おり、この設計どおりの対応を考えてございます。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の２番目の質問を終わります。  
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  引き続きまして、３番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  次に、３番目の質問を行います。新型コロナウイルスの影響と対策につ

いてであります。  

  ３か月間にわたって休校したこの事態に対して、過去にない未曽有のことであり、

教育現場において大きな負担をもたらしていると思います。段階的に再開されても

学習の遅れや体力、学力の低下、社会や家庭の問題や課題が発生をしております。

学校においては、この現状を真正面から捉えて取組がされていると思います。この

事態に当たり、多様な人が力を合わせて、教育崩壊にならないよう最善を尽くすこ

とが求められると思います。  

  学校において、さらに教育委員会においての役割は重要であると考えております。

教師は、感染予防、教育課程の再編成、子供のストレス解消など、失われた時間へ

の取組が最も大切であります。これらの具体的な対策を市においてスピード感を持

って対応していただきたいと、そのように思っております。  

  まず第１点は、現在の学校における課題についてどのように認識されているのか、

お聞きをしたいと思います。  

  ２点目は、小中学生の学校の給食問題であります。安全性を確保するためにどの

ようにしていくのか。  

  ３点目は、感染予防について、その対策はどうか。消毒液、マスク、音楽室での

取組。  

  ４番目に、オンライン教育に関して、現在の取組、タブレットの支給と活用につ

いてどうされようとしているのか。  

  ５番目に、空調使用時の課題として、夏休み計画と修学旅行についてどうするの

か。  

  ６番目に、教職員の長時間労働について、働き方改革として方針が出されており

ますが、改善した点と今後の取組についてご答弁を頂きたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの３番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  尾和議員の学校再開後のコロナ感染に関するご質問にお答えいたし

ます。  

  まず１点目の現状の課題でございますが、基本的な感染対策としては、国から示

されております衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」に基づき、児童生徒
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はもとより教員の感染防止にも努めているところでございます。  

  課題につきましては、昨日も岩出保健所管内で、大阪府内に勤務している方、感

染者の報道がございました。大阪府へ通勤・通学している市民が多い岩出市として

は、終息していない中、感染者や濃厚接触者が出ないかどうか、これをいつも気に

しているところでございます。  

  学校の運営につきましては、保護者の皆様のご協力を得て、毎日の検温など体調

のチェックに努めていただき、大いに助かっているところですが、学校においては、

子供たちの体調の変化には常に気を配るなど、健康管理に努めているところでござ

います。  

  また、学びの保障という面では、臨時休業期間が続きましたので、教材を配布し

て対応してまいりましたが、学力の定着について検証するため、学力テストを既に

実施してございます。  

  次に、給食の安全確保ですが、給食についても衛生管理マニュアルに示されてお

りまして、学校給食を実施するに当たっては、学校給食衛生管理基準を改めて徹底

するとともに、児童生徒は食事の前の手洗いと飛沫を飛ばさないよう、机を向かい

合わせにしないようにして、会話を控えて、食事を取るように指導をしてございま

す。  

  感染予防については、児童生徒、教員は全員、まず各家庭での検温と健康チェッ

クをした上で、学校内ではマスクの着用、様々な場面での手洗い、また、感染源を

断つという意味では、教員による教室などの消毒の徹底を行っております。  

  次に、オンライン学習についてでありますが、今議会におきまして、１人１台パ

ソコンの購入予算のご承認を頂きましたが、現段階では、オンライン学習が実施で

きる整備には至ってございません。  

  オンライン学習につきましては、梅田議員、奥田議員のご質問にもお答えいたし

ましたが、各家庭でのインターネット環境の違い、また、設置後の回線使用料の問

題、持ち帰り使用の際のセキュリティー対策や有害サイトにアクセスできないよう

にする設定など課題がございますので、今後も検討を重ねてまいりたいと考えてご

ざいます。  

  次に、空調使用時の課題についてですが、常時、少し窓を開けて、換気しながら

使用したり、休憩時間に換気を徹底したりしながら使用してございます。  

  夏休み計画は、県教育委員会の県立学校の対応に準じまして、８月８日から 16日

までの９日間としまして、これについては、既に保護者にも周知をしてございます。  
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  修学旅行につきましては、現在のところ、実施する方向で検討中でございます。  

  最後に、職員の長時間労働についてということでございますが、平成 31年１月 25

日に文部科学省が策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン、

これが令和２年１月 17日の指針に格上げされたことを受け、本市においても、令和

２年３月臨時教育委員会において、教育職員の健康及び福祉の確保に関する規則を

制定しました。その中で、超過勤務時間の上限を定め、教職員の業務量の適切な管

理を行ってございます。  

  令和２年３月からは、校務支援システムの運用により、各職員のパソコンで出退

勤時間を入力することにより、客観的に勤務時間を把握しております。また、月別

の集計表は管理職が把握しておりますので、月 45時間を超える職員には管理職が聞

き取りを行い、面接指導をした上で、教育委員会に報告するようにしてございます。  

  働き方改革においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、児童生

徒の登校時間の制限や中学校部活動指針の遵守などにより、職員の意識改革は進ん

でおります。また、ＩＣＴ機器の導入による教材作成の効率化や、スクールサポー

トスタッフなどの人的支援により、長時間労働の解消に努めてまいります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  まず、学校管理の課題について求められたということなんですが、回答

頂きましたが、今現在ある学校管理の問題点として、後から列挙しましたが、学校

給食の在り方について、私は、向かい合って食べないとか、食事中は黙って食べっ

て、そうはいっても、小学生、中学生。小学生にそのことを話ししても、そうもう

まい具合いかんかなと、実感として持っております。それらについてどのようにさ

れるのか。  

  それから、感染予防で、消毒液、マスク、これについてはあると言われるんです

けども、設置をするということなんですが、私は一番心配しているのは、音楽室で

歌えない、それからリコーダーなり吹けない、こういう実態が今、全国的にも起き

ていると言われております。そういう点でどのような教育方針を持っておられるの

か、これを聞いておかなければならないなと思うんですが、それについてご答弁く

ださい。  

  それから、オンライン教育で、自宅にインターネット回線のあるところとないと

ころ、これがあるかと思うんですが、オンライン教育でタブレットを支給して活用

というても、コンピューターあっても、実際上は保護者の家で全てが全てインター
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ネット回線を接続しているというところは現在どれぐらいあるのか、未回線がどれ

ぐらいになっているのか、つかんでおられれば、ご答弁ください。  

  それから、空調の使用の問題で、せっかく空調を設備して、この夏は涼しいとこ

ろで勉強できるなという気概があったんですけども、密閉を避けるという意味で、

空調をつけても半減をすると、ここら辺について、どのように循環をして、教室の

流れを取ると。左右に窓を開けて、空気の流れをつくるというようなことも言われ

ておりますが、ここら辺について、具体的に取れるのかなと思っておりますが、そ

こら辺についてお聞きをしたいと思います。  

  それから、修学旅行なんですけど、中学校はディズニーランドでしたかね、東京

のほうですよね。まさしく感染の、いまだに 20名前後が発生をしているという状況

の中で、中学校の修学旅行の行き先について、再検討する必要があるんではないか

なと思うんですけども、府県間の交流についてはオーケーが出たけども、あえて東

京のほうに修学旅行を実行するということが得策かなと思っておるんですけども、

そこら辺も抜本的に再度見直し、検討をすべきではないかなと思っておりますが、

お聞きをしておきたいと思います。  

  しかし、中学生の皆さんは楽しみにしている、一生に１回しかない修学旅行です

んで、思い出多い旅行にしていただきたいのはやまやまなんですけれども、それに

よって感染をするということになれば、また後世に課題を残すということもありま

すので、教育委員会においては、学校等々と協議をして、慎重の上にも慎重に取り

組むべきではないかと思いますが、これについてご答弁ください。  

  それから、教職員の長時間労働についてですが、資料を頂いたら、昨年は 70時間、

80時間という、中学校で資料を見たら、実際上は発生しているんですよね。私は、

この問題について、もう何回もこの場所で、具体的に長時間労働、過労死ラインを

超えているという教師がいてるということについては改善をしてほしいということ

で申し上げてきた１人でありますけれども、今日、ＰＣで出退勤を管理するという

ことでありましたが、このＰＣの起動時点で集約をして校長が管理をしているとい

うことでしょうけども、意図的にパソコンを起動しない、切断しないいうことにな

れば、意図的に、例えば６時やけども、４時頃、パソコンを切断しておけば、それ

が出退勤の時間になるということでは、実際の実働と長時間労働のかみ合いもしま

せんので、そこら辺をどのようにコントロールするのか。結果的には、長時間を減

らしていくということの取組をもっと具体的に答弁を頂きたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  
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  教育部長。  

○湯川教育部長  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  まず、給食の食べ方の問題でございますが、今のところ、児童生徒、よく言うこ

とを聞いていただいてございまして、話をせずに、静かに前を向いて食べていると

いう現状でございます。  

  それから、オンライン学習の関係で、各家庭の接続状況ですけども、これにつき

ましては、現在、各家庭に対してアンケート調査を行っておりますので、集計、ま

たそのうちできるかなと思います。  

  それから、教室の空調ですけども、先ほどもお答えしましたが、授業時間におい

ても、少し窓を開けながらクーラーを入れる、また、その日の天候にもよるでしょ

うけども、休憩時間に換気をして、授業中は閉めてクーラーを入れると、いろいろ

と、今回については柔軟な対応をしているということでございます。  

  それから、修学旅行でございますが、もともと 10月中に実施をしております。今

年も 10月に実施予定でございますが、中には、ちょっと遅れて２月に実施するとい

うことを検討している小学校もあるということです。  

  旅行先につきましては、これまで小学校は奈良・京都方面、中学校は東京方面と

いうことでしたが、当然のことながら、コロナウイルスの感染状況、これ見ていか

なければなりません。現段階でございますが、小学校で紀南方面とか、中学校では

関東以外を検討している学校もあります。ただ、まだ、コロナの感染状況を見なが

ら決定をしていくということになります。  

  それから、教員の長時間労働のお話でございましたが、この３月、４月、コロナ

感染ということで、学校休業ということでございましたので、今入れております校

務支援システム、この辺の見方というんですか、時間の加減というものにつきまし

ては、通常の勤務とは異なりますので、あれですけども、今回、対象教員 275名の

うち、月 45時間以上勤務した職員というのは、３月はありませんでした。４月は 14

人、５月が３人ということでございます。  

  先ほど、１回目の答弁で申し上げましたが、教育職員の健康及び福祉の確保に関

する規則を定めておりまして、この中で、第２条で、教育職員の業務量の適切な管

理ということで、超過勤務時間の上限、１か月 45時間、１年間で 360時間と定めて

おります。第３条では、予見することができない業務に対して、一時的、または突

発的に勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合は、１か月 100時間未満、年間 720

時間と定めたものでございますので、教職員の健康管理、こういったことについて
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も十分対応してまいりたいと考えてございます。  

○田畑議長  教育総務課長。  

○南教育総務課長  尾和議員のご質問の音楽の授業についてですが、尾和議員おっし

ゃるとおりに、今現在、合唱を控えたりとか、リコーダーの飛沫感染がある授業を

控えたりっていう現状ではございます。各学校においては、年間指導計画の見直し

を行いまして、できるだけ後のほうに回したりとか、あと、ある中学校は中庭で合

唱をしたりとか、工夫をして実施しておるところでございます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  何回も言うのもあれなんですが、修学旅行ですね。今のお話では実施を

する方向で、関東以外のところを考えているということを言われたんですが、旅行

会社等の窓口で、もう６月、７月ですよね。宿泊施設とか交通手段とかいろいろや

っていく中で、今の段階でそれが実現可能なのかなと。かなりの生徒が行くわけで

すから、それが可能かどうか、私はちょっと疑問に思うんですけども、そこら辺は、

実際、任せてくださいということなのかなと思うんですが、最終的にいつ頃、これ

は明らかになるんでしょうか。お聞きをしておきたいと思います。  

  それから、長時間労働の問題ですが、４月で 15名、５月で３名出てると。よく言

われんですけども、新型コロナウイルスの関係で仕方ないんだと。これは、私は、

それを隠れみのにしなくて、もっと長時間については真剣に、教育委員会としても

学校と打合せしながら、長時間オーバーしないように最善の努力をすべきだという

ように思いますから、その点については再度言っておきたいと思います。  

  それから、タブレットとＰＣのあれなんですが、最近出た、ネット上でも新聞で

も出ているんですが、オンライン学習で小学生は疲労感が増大していると、増大す

る傾向にあると、これは群馬大学の調査で出てきておりました。そういう意味でも、

今日のコロナウイルスと関連して、小学生の疲労感、そこら辺をどのようにして解

消していくのか、それも併せて検討を教育委員会のほうでしておかなければならな

いなと思うんですが、市の答弁を求めたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  まず、修学旅行の件でございますが、さっきも申しましたが、今年は行き先の決

定について、コロナウイルスの感染状況、これも大きな課題となります。東京方面、
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ちょっと苦しいかなというふうに思ってございます。もう少し状況を見なければな

らないということでございます。  

  また、行き先についても、これ検討する必要がございますが、交通手段とか宿泊

所、これについても検討する必要がある。中学校については、 200人以上行くとい

うことになりますので、２班に分けて、修学旅行も視野に入れているところでござ

います。  

  いずれにしましても、保護者の皆さんの考え方もございますので、先ほど、いつ

までということでお聞きいただきましたが、これは旅行会社さんとの関係もござい

ますので、その期限については、旅行会社と詰めていきたいと思います。  

  それから、長時間労働の関係ですけども、先ほど申しましたように、規則も制定

をいたしまして、規則に従いまして、長時間労働の縮減に努めてまいります。  

  それから、オンライン授業で子供たちが疲労感をということでございますが、オ

ンライン学習そのものについて、我々、先ほどから答弁しておりますように、いろ

いろと研究しなければならない課題がございますので、疲労感ということまで今の

ところは考えてございませんが、オンライン学習の実施という部分についての課題

について、まず検討してまいります。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の３番目の質問を終わります。  

  しばらく休憩いたします。  

  午後３時 55分から再開します。  

                  休憩             （ 15時 37分）  

                  再開             （ 15時 55分）  

○田畑議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

  一般質問を続けます。  

  引き続きまして、４番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  それでは、４番目の質疑を行いたいと思います。  

  まず、監査業務についてであります。  

  岩出市の監査業務についてでありますが、まず、基本理念をしっかりとつかまえ

ておくという立場から、そういうスタンスから、今回の監査業務についての一般質

問を行います。  

  近畿圏の全国的なオンブズマン会議でもよく監査業務について議論をするわけで

ありますが、監査というのは、誰のために何をチェックするのかということが一番
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大切であります。監査は誰のために行われるか、監査責任は誰に対して負うべきか

について、地方自治体の本旨から、当然地域住民を念頭に置くという違いがありま

す。これらの定義を踏まえて、自治体監査の実情を見ると、住民への配慮よりも、

むしろ首長や中央官庁など、住民以外の利害関係者を意識した制度運営となってお

り、地方自治の観点から見て、大きな問題であります。地方主権時代にふさわしい

自治体監査の基本コンセプトとして、まず住民本位であるということが上げられて

いるのであります。  

  今年の４月１日から監査基準というものが設けられて、岩出市においてもその制

度が導入されておりますが、最小の経費で最大の効果を基本に監査することであり

ます。地方自治法でいう、県や市町村など地方公共団体について定めた法律の中に

あります。登場するのは第２条第 14項で、「地方公共団体は、その事務を処理する

に当たっては、住民の福祉と増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙

げるようにしなければならない」と規定されております。岩出市における監査基準

について、新しく制度が導入されました。これについて、岩出市の監査委員として

どのように感じておられるのか、ご見解をお聞きしたいと思います。  

  まず第１に、監査内部統制力を持つ監査委員としては、今年度の方針についてお

聞きをしておきたいと思います。  

  ２番目に、監査基準において、当市の課題及び重要変更事項についてどうなのか、

この点についてお聞きをしておきたいと思います。  

  ３番目に、今日まで、行政監査の実施件数及び財政援助団体等の監査の実績につ

いてお聞きをしておきたいと思います。  

  まず、監査委員の事務局及び監査委員としての立場というものが、今、地方自治

体の中で問われているんですけども、監査委員、監査事務局というのは、行政から

一歩立場を変えて、立つ位置が違うわけであります。他の地方自治体においても監

査委員、監査事務局というのは非常に重要な場所でもありますし、そういう意味か

ら、今、岩出市における監査事務について、先ほど申し上げた３点についてご答弁

を頂きたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの４番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  代表監査委員。  

○安居代表監査委員  尾和議員の監査業務についてお答え申し上げます。  

  第１点目の今年の方針はどうかっていう点でございますが、お話にございました

ように、令和２年３月、今年の３月に岩出市監査基準というのを策定いたしました。
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今年度は、この監査基準に基づき、市の事務事業が法令に従って適正に執行されて

いるか。適合性、正確性の観点、さらに、お話にもございました、支出した費用に

見合う効果を上げているか。行政全般にわたって経済性、あるいは、効率性の観点

に留意して監査等を実施してまいりたいと考えてございます。  

  次に、２点目の監査基準において、当市の課題及び重要変更事項についてでござ

います。お答え申し上げます。  

  人口減少や少子化、高齢化の進展が見込まれ、さらに昨今の感染症対策、あるい

は複合災害等のことが予想されておりますが、非常に厳しい経済情勢、あるいは行

財政環境が続いてございますが、限られた財源で無駄なく効率的に執行して、住民

サービスの向上を図ることが行政に求められております。  

  このため、経済性、効率性、有効性の観点に重点を置いた監査等を実施し、監査

の質の向上を図っていく必要がございます。岩出市監査基準第７条に規定された監

査計画の実施により、監査結果等が事務事業の改善、適正化に資するよう、監査の

実効性を高めてまいります。  

  ３点目の行政監査の実施件数及び財政援助団体等監査の実績でございますが、過

去３年間において、行政監査及び財政援助団体等の監査は実施してございません。  

  以上でございます。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  代表監査委員が今、ご答弁頂きました。岩出市の監査基準で、第２条の

２項に行政監査という項目があります。「事務の執行が法令に適合し、正確で、最

小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めている

か監査をすること」ということであります。３項では、財政援助団体等の監査につ

いて、この目的に沿って監査をするこということがうたわれているわけであります。

従来から、財務監査、決算審査、例月出納検査、基金運用審査、健全化判断比率等

の審査については可とするものでありますが、今、代表監査委員が答弁されました

ように、過去の行政監査についてはゼロだったということは、今後は許されないと

思うんですよね。今年度のこの監査基準に従って、やるのか、やらないのか。やっ

ていくという方針なら、その点について可とするものでありますが、それすらしな

いということであれば、監査委員の役割というのは半減してしまいますし、それだ

け重要な役職であるということを認識していただいて、監査を適正にやっていただ

くことを求めたいと思います。  
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  それから、私は、決算とか予算とかっていうのを常に見とるんですが、監査委員

にこれだけはやっていただきたいなと思うんですが、よく決算書を見ると、入札効

果で企業の努力によって差額が出てくると。それが何十％も出てくるような入札結

果、これは監査委員としてどのように感じておられるのか。あまりにかけ離れてい

るわけですよ。実際の予算と決算の中に。少なくとも、プラスマイナス 10％ぐらい

であれば許容範囲だと思うんですが、それ以上の開きが決算書の中に出てくると、

補正予算の中にもそういうことが多々出てくるわけですよ。これらについて、監査

委員はもっとメスを入れるべきだと思うんですが、それについてお聞きをしておき

たいと思います。  

  監査基準の中で私は一番求めたいのは、外部監査という制度が存在するわけです

よね。監査委員だけじゃなくして、外部監査の専門の外部監査制度も、私はこの際

提言をしておきたいと思うんですが、これは代表監査委員が答弁をできない部類で

あるわけですが、代表監査として、所見があればお聞きをしておきたいなと思って

ます。よろしくお願いします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  代表監査委員。  

○安居代表監査委員  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  １点目の行政監査のほうですね。それにつきまして、お答え申し上げます。  

  行政監査につきましては、今、この基準に行政監査という言葉ができております。

これは一応、基準の中で行政監査という項目を置いておるわけでございまして、法

律上は、これは必ずしなければいけないというものではございませんで、必要があ

れば私どもでやりますよと言うている。  

  もう一つは、現実に定期監査、あるいは月例、そのほかの決算審査等におきまし

ても、行政監査という観点、視点を持ちまして、常々監査を行っているところでご

ざいます。  

  そして、２点目の入札との差額につきまして、これは、私どもは入札の、あるい

は積算基礎の専門家でございませんが、一応監査する立場の中で、おっしゃった点

についても質問させていただきますが、それぞれの事案によりまして、逆に言えば、

足らない部分もあるでしょうし、あるいは、今おっしゃられたように、乖離がある

部分もあると思います。これにつきましても、納得のいく説明を説明時に求めるわ

けでございますが、現実問題、非常に、先生のおっしゃられるような 10％内という

のは、きっちりいかない場合もあろうかと思います。大きな工事につきましては、
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別途工事監査というのを、ここ四、五年なり３回ほど実施してございますが、その

中でも、いろんな専門家の方から、ご質問なりご指導頂いております。そういった

中で、今後とも、大きな事業等についての検討の中で、工事監査等も含めて検討し

てまいりたいと思います。  

  それから、３点目の専門員の件でございます。監査専門員、これは現在での設置

は考えてございませんけれども、法律上は地方自治法において規定されておる、設

置は可能でございますので、もし必要があれば置くことができると、こういう考え

でおります。  

  以上です。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  １点だけ、代表監査委員にあれしたいんですが、入札問題で開きがある

ということを言いましたけど、マイナスはないんですよ。余っとるんです、全て。

流用とかあれを出ているというのは、予算の中で出てきてないんですよ。決算の報

告でも補正予算でも、全部余ってきとるんですよ。だから言っているんです。だか

ら、ここにメスを入れないと、私もしょっちゅう言うんですけども、入札会社の努

力によって、これだけの予算が余りましたと。そしたら、その予算が余れば、ほか

のところへ使えるわけですよ。過大に見積りを出して、予算取りをして、結果的に

残るということでは、最小の経費で最大の効果を上げる、ほかに流用できるわけで

すから、そういうところにもメスを入れていただきたいということをお願いしとる

わけです。  

  それと、行政監査についてなんですが、行政監査の問題については非常に重要な

問題でありまして、今、計数の監査は当然なんですよね、数字が合うというのは、

合わなければ問題ですから。行政監査に踏み込んだ各地方自治体でその取組を精力

的にやっている地方自治体もあります。そういう意味から、公平中立な立場で、代

表監査委員にはご苦労をかけますが、ぜひ岩出市の健全な発展と市民の幸せのため

に監査業務をして、取組をしていただきたいということを求めておきたいと思いま

す。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  代表監査委員。  

○安居代表監査委員  質問にお答えいたします。  

  １点目の工事の差額ですか、入札差額についてでございますが、逆に足らない場
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合ということを申し上げました。それは理論上あり得るということで申し上げただ

けでございます。おっしゃられるとおり、できるだけ精査した上で、実態に近い査

定なり見積りというのをするのが当然だと思います。ただ、いろんな努力によって

減らせている部分もあると思いますが、なかなかきっちりいかないというのが現状

だと思います。土木関係、事業関係の今後の監査についても、その点にも十分留意

しながら、監査の立場でいろいろとやってまいりたいと、このように考えます。  

  行政監査について、おっしゃられるとおり、住民の福祉の増進、向上について、

監査委員という立場から、いろんな監査ございますが、行政監査という重要性、必

要性というのは十分把握しておりますが、実態的に我々の今の現状の中で、行政監

査に特化して、それだけでやるというのはなかなか非常に厳しい面もございますの

で、できる限りの範囲の中で対応してまいりたいと、このように考えてございます。  

  以上です。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の４番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、５番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  ５番目の質問を行います。  

  今回は、一般廃棄物、産業廃棄物に絡んで、紙おむつのリサイクル事業について、

私は提言と対策を求めていきたいというふうに思いまして、紙おむつに特化をして

質問をさせていただきたいと思っております。  

  我が国の大量生産、大量消費によって、３Ｒというものが今求められております。

家庭ごみを中心とする一般廃棄物に占める容器包装廃棄物は、容積比で 60％、重量

比で 20％から 30％に達していると言われております。  

  今日、急増する高齢者の中で我が国は、 1970年に総人口に占める 65歳以上の割合

が７％を超えて高齢化社会になり、 1994年には 14％を超え、高齢化社会の真っただ

中に入ります。その間、僅か 24年で、他の先進国に例を見ないスピードであります。

また、今後の高齢者人口は、 2015年には 25％を超え、国民の４人に１人は 65歳以上

の高齢者という時代がやってまいりました。 1988年の厚生省の推計では、要介護・

寝たきりの高齢者の合計は、 2000年の 140万人から、 2025年には 270万人と倍増する

と言われております。これらの高齢者の排尿・排便に介護が必要であり、その多く

は日常的に紙おむつを必要としているのであります。  

  紙おむつの生産量は 19年間で７倍、転換率はほぼ上限に対している乳幼児おむつ

に加え、高齢社会の到来で紙おむつの生産量は大きく伸びております。 2000年の紙
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おむつの生産トン数は、 34万トンに対して、統計を取り始めた 1982年の約７倍に増

加をしているのであります。  

  ごみ処理の課題として全体的な事項と具体的な点について答弁を求めると同時に

新しい提案をしたいと思いますので、この点について前向きな、真剣な答弁を期待

して質問をさせていただいているわけであります。  

  まず第１点は、今日、ごみ袋の有料化に伴って、一般ごみと事業系ごみの実績、

過去５年間の増減についてどういう推移をしているのかお聞きをしたいと思います。  

  ２番目は、プラスチック製品の減少化への取り組みについて、今日までどのよう

な取組をしてきたかであります。  

  ３番目は、食品の廃棄・ロスへの対策について、現状と方針を求めたいと思いま

す。  

  ４番目に、紙おむつの点でありますが、紙おむつ・パット等々の分別収集と資源

化への取組について、先進的な他の地方自治体を参考にして、岩出市においても取

組をし、いかにして一般廃棄物をなくして減少させていくかという課題が今求めら

れておると思います。その点についてご答弁を頂きたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの５番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  尾和議員、５番目の１点目、家庭系ごみと事業系ごみの実績と

過去５年間の増減についてお答えします。  

  平 成 27年 度 、 家 庭 系 ご み 総 排 出 量 1,391万 4,890キ ロ グ ラ ム 、 対 前 年 度 比 67万

7,320キログラム、 4.87％の減、事業系ごみ総排出量 443万 1,590キログラム、対前

年度比９万 7,810キログラム、 2.21％の増、平成 28年度、家庭系ごみ総排出量 1,331

万 7,960キログラム、対前年度比 59万 6,930キログラム、 4.48％の減、事業系ごみ総

排出量 453万 8,300キログラム、対前年度比 10万 6,710キログラム、 2.35％の増、平

成 29年度、家庭系ごみ総排出量 1,323万 850キログラム、対前年度比８万 7,110キロ

グラム、 0.66％の減、事業系ごみ総排出量 472万 5,570キログラム、対前年度比 18万

7,270キログラム、 3.96％の増、平成 30年度家庭系ごみ総排出量 1,344万 7,540キロ

グラム、対前年度比 21万 6,690キログラム、 1.61％の増、事業系ごみ総排出量 556万

3,630キログラム、対前年度比 83万 8,060キログラム、 15.06％の増、令和元年度、

家庭系ごみ総排出量 1,328万 430キログラム、対前年度比 16万 7,110キログラム、

1.26％の減、事業系ごみ総排出量 602万 4,240キログラム、対前年度比 46万 610キロ

グラム、 7.65％の増となっております。平成 27年度と令和元年度を比較しますと、
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家庭系で 63万 4,460キログラム、 4.56％の減、事業系で 159万 2,650キログラム、

35.94％の増となっております。なお、平成 30年度に家庭系ごみが増加しておりま

すのは、９月の台風 21号の影響によるものであります。  

  次に、２点目、プラスチック製品の減少化への取組についてお答えいたします。  

  プラスチック製品のうち、ペットボトルや容器包装リサイクルに係るその他プラ

スチック類は資源ごみとして収集しており、収集量の傾向としては増加傾向であり

ます。近年、海洋プラスチックごみが増加するなど、環境問題が大きくなる中、市

では、クリーン缶トリー運動や市内小学校４年生を対象にした環境出前講座などに

取り組み、不法投棄の防止やごみの減量分別の徹底に取り組んでいるところです。  

  また、本年７月から、プラスチックごみの削減を目的に、スーパーやコンビニ等

でのレジ袋の有料化が全国で開始されることで、プラスチックごみ削減に対する意

識の向上が図られるものと考えております。  

  市といたしましても、市民、企業、行政が一体となって取り組むことが重要であ

ることから、「広報いわで」や市ウェブサイトなどで周知・啓発に取り組んでまい

ります。  

  次に、３点目の食品の廃棄・ロスへの対策、現状と方針についてですが、食品ロ

ス削減、食品リサイクルの促進は、自給率が低いとされる日本国内においては重要

な問題であると認識しております。  

  市では、市内の食品加工業や大手スーパー等を訪問し、お弁当やお総菜などの販

売量の調整や値引きによる売りきりを推進することで、食品残渣として廃棄処分す

ることのないよう助言・指導を行い、市の減量化対策にご理解をいただいていると

ころでございます。引き続き、多量排出事業者への助言・指導に取り組んでいきた

いと考えております。また、食品ロス削減の取組として、 3010運動のチラシを作成

し、市内飲食店や市商工会、各種団体に対して、啓発を行っております。  

  次に、４点目の紙おむつ・パット等の分別収集と資源化への取り組みについてお

答えします。  

  市では、使用済み紙おむつを可燃ごみとして焼却処分しているところであり、現

時点では、具体的な再資源化に向けての取組は行っておりません。近年の高齢化に

伴い、紙おむつの消費量は年々増加傾向であることから、令和２年３月に環境省に

おいて、使用済み紙おむつ再生利用等に関するガイドラインが策定されるなど、全

国的にも課題となっております。  

  紙おむつの素材は、上質パルプ、フィルム、吸水性樹脂から構成され、再生利用
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等により、パルプ等への有効利用が可能とされており、紙おむつ製造者によっては、

独自技術により、再生利用に取り組んでいることは承知しております。  

  しかしながら、衛生面や使用済み紙おむつ再生利用等技術を有する企業の情報が

不足していることもあり、適正処理の確保などに課題も多いことから、現時点にお

いては、まず情報収集に努めてまいりたいと考えております。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  今、ごみ問題についてご答弁頂きました。一般ごみと事業系ごみの推移

なんですけども、この有料化が導入されてから、一般ごみ、家庭から出ているごみ、

事業系ごみ、総じて、そんなに減少しないよ、有料化したからといって、目標値を

設定したと思うんですよね、有料化した時点で。目標値を達成したのかどうか、こ

の数字からですね、部長のほうで判断をされておると思うんですが、達成したかと

いう点であります。当然、自然増というのはありますから、住宅開発とかいろいろ

な形で人口の増加に伴って出てくる部類はありますが、総じて、そんなにごみの減

量化っていうのは、目に見えて、そんなに成果が上がらないという統計も、過去の

この議場でも一般質問をしてきました。ごみの問題を研究している大学教授の論文

などを読みますと、有料化しても絶対的なごみの量は減らないんだということの指

摘どおり、岩出市においてもその現象は出ているんではないかなと思うんですが、

それについてどのように考えておられるのか。  

  それから、プラスチックの問題でありますが、これは海洋投棄で、ミクロのプラ

スチックが海洋に流れ出て、鯨とか魚類の胃の中に入って、それが循環して人間の

口に入るということが発生して、社会的にも、世界的にも、今問題になっているわ

けであります。減少化に向けて、さらに強力な推進を求めておきたいと思います。  

  それから、食品の廃棄・ロスの問題でありますが、今、コンビニ等でも発注統制

をしながら、天気の場合と雨の場合で発注数量を変えたり、いろいろな催しのとき

には多く発注をして、店頭にもそんなに、必要以上に多く、おにぎりとか、弁当と

か、サンドイッチとか、そこら辺についても、必要最小限度の数量に抑えて商品ロ

スの取組をしてるというのは目に見えて理解をしとるんですけども、さらに商品ロ

ス、賞味期間の関係でロスが発生している。ここら辺の処理についても、事業系の

団体、量販店に運動を進めていただきたい、そのように感じております。  

  それから、紙おむつの件ですが、今、環境省が出したということで言われており

ます。今、先進地域で二、三、私ちょっと例を挙げたいと思うんですが、福岡県で
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今取組を積極的にやっております。この紙おむつで、医療関係の施設、成人施設で

すよね。それから介護施設、それから乳幼児の医療施設、それから保育施設、さら

に紙おむつの点でいえば、犬とか猫が高齢者になったら、おしめをかけて散歩して

いる方も多いんですよね。これらの廃棄物が全て焼却処分で一般廃棄物として出て

きております。岩出市におけるこれらの施設の数量をチェックすべきではないかな

と。データを持っておられるんであればデータを上げていただきたいんですが、こ

れ福岡市で、年間それらの合計をすると 7,862トン、福岡県内でいえば、市町村合

わせて１万 2,239トン出ております。これらをリサイクルをして今進めようとして

るんですけども、それと福岡県では、大木町の形で紙おむつ専用回収ボックスを設

置して、週２回、回収をしております。この回収の年合計が 84万トン、実績として

出ていると。それから、鹿児島県の志布志市のケースでいえば、ユニ・チャームと

いうのが、その企業と連携をして、再生協定を結んで、紙おむつの再生実験を開始

したと言われております。それから、鳥取県の伯耆町のケースでは、ここでは人口

が１万 2,000ぐらいですから、岩出市の５分の１ぐらいの人口しかないだろうと思

うんですが、年間 120トン、紙おむつが出ているという統計が出ております。  

  まず手始めに、部長ね、この紙おむつについて実態を精査すると、把握をすると

いう意味で、持っておられるんやったら今日答弁を頂きたいんですが、その実態把

握をしていただけませんか、まず取りあえず。そして、近隣の市町村と協力して紙

おむつのリサイクルの取組をぜひ実施をしていただきたいと思うんですが、まずそ

れについて、今上げた点についてご答弁ください。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活環境課長。  

○牧野生活環境課長  尾和議員の再質問にお答えします。  

  まず、有料化がスタートしてから目標は達成したかについてでございますが、家

庭系の有料化に伴う可燃系ごみにつきましては、１人１日当たりの排出量に換算い

たしますと、有料化前の平成 23年から有料化がスタートした令和元年度、去年の実

績では 17.7％というところの減量となってございます。目標としましては 25％とい

うことで、目標のほうは達成してございませんが、引き続き取り組んでいかなけれ

ばならないと考えております。  

  次に、海洋プラスチック、廃プラスチック廃棄物につきましては、現在増加傾向

にはございますが、クリーン缶トリー、また分別の徹底等で減量化のほうに向けて

取り組んでいきたいというふうに考えてございます。  
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  食品廃棄物ロスにつきまして、事業者への働きかけというところにつきましては、

事業所には直接訪問して、発注調整や食品残渣、特に食物の無駄を省くというよう

なところに重点を置いて指導助言等を行って、減量のほうに取り組んでいるところ

でございます。  

  紙おむつの数量ということでございますが、紙おむつにつきましては、現在、一

般廃棄物という位置づけでございますので、数量等につきましては、把握をしてご

ざいません。また、事例等につきましても、各自治体で行っているところは承知し

てございますが、処理に対する適切な確立というものをもう少し情報収集をしてい

かなければならないものと考えてございます。  

  すみません。実態につきましては、現在、そのような適正な処理についての確立

等の情報等について、まだ不足しているところもございますので、紙おむつに特定

しての実態把握については現在考えてございません。  

○田畑議長  生活福祉部理事。  

○山本生活福祉部理事  先ほど生活環境課長が申したとおり、医療系と介護系の紙お

むつの実態調査ということになりますが、紙おむつにつきましては、今のところ、

一般廃棄物ということでやっております。議員おっしゃられてる紙おむつのリサイ

クルにつきましては、まだ現在のところ、国内で流通っていうか、リサイクルの輪

ができておりません。廃プラスチック、その他プラスチックにつきましても、中国

とか、その辺へ輸出していたことが原因でマイクロプラスチックの問題も出ており

ます。ですから、紙おむつにつきましても、国内でリサイクルの輪、国内で流通全

部できる、リサイクルもできる、そういう状況になりましたところで、市としては

考えていきたいと思っております。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

○尾和議員  実態調査を・・・。  

○田畑議長  実態調査はしておりませんということですから。  

○尾和議員  部長に言うとるんやけど、部長、取組せんのか。  

○田畑議長  しないということでした、さっきは。  

○尾和議員  いやいや、議長が答弁すること違う、こっちが・・・  

○田畑議長  もう答弁済んでるから、課長が。  

○尾和議員  いや、済んでない。私は理解してないから、もう一遍聞いとるんです。

答弁してください。実態調査だけでもやったらどうかな。  

○田畑議長  生活福祉部理事。  
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○山本生活福祉部理事  すみません。私、理事でございますが、部長級でございます。

うちの環境部の環境のほうは、私が答えたことは部長が答えたことと同じになりま

すので、今のところ、そういう実態調査は行いませんと、部長級で私が答えており

ます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  誠に残念です。私は、それをすぐやれとは言ってないわけです。どれぐ

らい岩出市で出てるのかという調査ぐらいはやるべきだと思うんですが、それをし

ない理由は、各介護施設とか利用施設にデータ送って、これちょっと調べてほしい

と、どれぐらい出てるのか、年間通じてやれとは言ってないんです。例えば、来月

やりましょうと、来月どれぐらい出てるんかなということを統計としてつかんでい

ただきたいということをお願いしとるわけですから、それについては、市長、どう

ですか。これは前向きに、一遍やってもらえませんかね。我々、もう 10年、 20年先

には紙おむつをする年代ですよ。年代の時代の人が先を見て、やはりそれはやっと

こうと、廃棄物をなるべく少なくしていこうということで取組をするということす

らやらないんですかということをお聞きしているわけですから、その調査ぐらいは、

ぜひ市長、やってください。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  ご質問の医療施設、介護施設、乳幼児の病院、あるいは保育施

設等への調査でございますが、先ほども答弁申し上げましたとおり、衛生面や使用

済み紙おむつ再生利用等の技術を有する企業の情報が不足していることもありまし

て、適正処理の確保などに課題も多いことが見込まれますから、現時点においては、

まず、この事業の情報収集に努めていきたいというふうに考えておりまして、施設

のごみの排出量の調査については、現在のところ考えてございません。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の５番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、６番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  ６番目、パスします。時間ないんで。  

○田畑議長  はい。じゃあ、続きまして、７番目の質問をお願いします。  

○尾和議員  残りはもう４分切りましたんで、申し訳ないですが、６番目はまた次回

に回すということにしたいと思います。  
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  ７番目の土砂災害危険区域の固定資産税の減免についてです。  

  岩出市内においては、固定資産に関して、６月議会において、浸水被害地区内に

おいて特例措置が創設されました。しかし、土砂災害防止法による土砂災害警戒区

域に指定された場合、他の自治体では減免措置による 30％の減免が 2014年頃から実

施をされてきております。そこで、次の点について質問をします。  

  まず１点目、岩出市内において、イエローゾーンとレッドゾーンの区域は何か所

あって、その面積は幾らあるのか。その対策についてどうか。  

  それから、３番目に、減免制度の創設、導入についての考えをお聞きしておきた

いと思います。  

○田畑議長  ただいまの７番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  事業部長。  

○田村事業部長  尾和議員ご質問の７番目、土砂災害危険区域の固定資産税減免につ

いて、通告に従い、お答えいたします。  

  まず１点目、岩出市内には何か所あり、その面積はどうかについてですが、岩出

市では、区域指定権者の県により、土石流に区分される土砂災害警戒区域は 40か所、

そのうち特別警戒区域を含むところが 30か所、急傾斜地の崩壊に区分される土砂災

害警戒区域は 44か所、特別警戒区域は全ての箇所に含まれて指定されております。  

  面積につきましては、土石流に区分される土砂災害警戒区域は 161万 6,313平米、

うち特別警戒区域は７万 768平米、急傾斜地の崩壊に区分される土砂災害警戒区域

は 77万 1,079平米、うち特別警戒区域は 41万 7,228平米です。  

  次に、２点目、その対策はどうかについてですが、急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律の区分指定を受け、県事業の急傾斜地崩壊対策事業の採択要件で

ある、１、急傾斜地が自然斜面である、２、傾斜角度が 30度以上、急傾斜地の高さ

が原則として 10メーター以上、３、急傾斜地の崩壊により被害が生じるおそれがあ

る家が 10戸以上密集している、４、住居の移転適地がないこと、５、急傾斜地等の

所有者が県に工事に必要な用地を無償で提供するなどを満たす場合、申請により、

該当するかどうかにつきまして、県の助言を頂きながら現地調査を行い、該当すれ

ば、県に対し、申請等事業を進めてまいります。  

○田畑議長  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の７番目のご質問にお答えいたします。  

  ３点目の減免制度の導入はどうかについてですが、土砂災害警戒区域について、

固定資産税の減免を現在岩出市では行っておりません。しかし、他市町村において、



－117－ 

土地評価額の減額補正を行っている団体もあることから、当市としましても、令和

３年度評価替えで土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンのほうですけども、の補正

を検討しているところでございます。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  総務部長ね、令和３年度というたら、来年度ですよね。評価替えに伴っ

てということですが、導入するに当たって、枠として何％ぐらい減額という、そこ

まで現時点で答弁できますか。よろしくお願いします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  評価額の減額補正、どの程度でということで、具体的にというご質問だったかと

思いますが、補正方法については、現在実施をしている他市町村の状況を見ながら

補正の検討をしているところでありますので、まだ具体的に何％というところまで

は、現時点では決まっておりません。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  この土砂災害危険区域、レッドゾーンとイエローゾーンあるんですが、

レッドゾーンについては、私権の侵害になりますし、非常な制約が発生をしており

ます。通常の課税と同じ比率にするということはやはり問題があると思いますし、

そういう意味では、浸水被害のところにあるように、同様に各市町村では、レッド

ゾーンの区域については固定資産税の減免を実施しているということでありますの

で、ぜひ、令和３年度実施を強く求めて、質問を終わります。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  確かに、レッドゾーンに指定されているところには制限がかかるということもご

ざいますので、先ほども答弁をいたしましたが、他市町村の状況も踏まえまして、

いわゆるレッドゾーン、土砂災害特別警戒区域への補正を検討してまいります。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の７番目の質問を終わります。  

  以上で、尾和弘一議員の一般質問を終わります。  

  お諮りいたします。  
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  本日の会議はこの程度にとどめ、延会とし、次の会議を６月 25日木曜、午前９時

半から開催することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、本日の会議はこれにて延会とし、次の会議を６月 25日木曜、午前９時半

から開催することに決しました。  

  本日は、これにて延会いたします。  

  どうもご苦労さまでした。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

                  延会             （ 16時 49分）  

 

 

 


